
 

参考２ 
 

自殺対策推進会議の開催について 
 

平成２０年１月３１日 自殺総合対策会議決定 
              平成２０年４月１０日 一部改正 
 
１． 趣旨 
    自殺総合対策大綱（平成１９年６月８日閣議決定）に基づき、施策の

実施状況の評価並びにこれを踏まえた施策の見直し及び改善等について

の検討に民間有識者等の意見を反映させるため、自殺対策推進会議（以

下「推進会議」という。）を開催する。 
 
２． 構成等 
（１） 推進会議は、別紙に掲げる者をもって構成する。 
（２） 推進会議は、内閣府特命担当大臣（自殺対策）が召集する。 
（３） 座長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求

めることができる。 
（４） 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務

を代理する。 
 

３． 推進会議における議事の公表 
    座長は、推進会議の終了後、速やかに、当該推進会議の議事要旨を作

成し、これを公表する。また、一定期間を経過した後に、当該推進会議

の議事録を作成し、推進会議に諮った上で、これを公表する。 
 
４． 意見の取扱い等 
    推進会議における意見は、内閣府において整理し、必要に応じ自殺総

合対策会議に報告する。 
 
５． 庶務 
    推進会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府自殺対策推進

室において処理する。 
 
６． その他 
    前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要

な事項は、内閣府特命担当大臣（自殺対策）が定める。 



 

（別紙） 
 
    五十嵐 千代 富士電機リテイルシステムズ（株）健康管理室主査 
           日本産業衛生学会産業看護部会副部会長 
    五十里 明  全国衛生部長会会長 
           愛知県健康福祉部健康担当局長 
    斎藤 友紀雄 日本いのちの電話連盟常務理事 
    清水 康之  ＮＰＯ法人ライフリンク代表 
    杉本 脩子  全国自死遺族総合支援センター代表幹事 

高橋 信雄  ＪＦＥスチール（株）安全衛生部部長 
    高橋 祥友  防衛医科大学校教授 
    花井 圭子  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長 
（座長）樋口 輝彦  国立精神・神経センター総長 

三上 裕司  日本医師会常任理事 
    南  砂   読売新聞東京本社編集委員 
    向笠 章子  福岡県スクールカウンセラー、臨床心理士 
    本橋 豊   秋田大学医学部長 

渡辺洋一郎  渡辺クリニック院長 
           （社）大阪精神科診療所協会会長 
 

＜オブザーバー＞ 
内閣府自殺対策推進室参事官 
警察庁生活安全局地域課長 

金融庁総務企画局政策課長 
総務省大臣官房企画課長 
法務省大臣官房参事官（総合調整担当） 
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長 
農林水産省農村振興局農村政策課長 
経済産業省中小企業庁小規模企業政策室長 
国土交通省総合政策局安心生活政策課長 
自殺予防総合対策センター長 




